
仕 様 書 

 

１ 件名 

大分県後期高齢者医療広域連合テレビ CM・ラジオ広報番組制作等広報業務 

 

２ 目的 

  大分県後期高齢者医療広域連合健康診査（以下「健診」という。）の受診勧奨、その他

大分県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が実施する保健事業につい

て、テレビ CM、ラジオ CM 及びラジオ番組の放送を介して効果的に広報することを目

的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31日（水） 

 

４ 業務内容 

  （１）テレビ CM（15秒）の制作及びスポット放送 

・ターゲットは後期高齢者（75歳以上の方）及び後期高齢者の家族の方とする。 

・健診の受診勧奨を促す内容で高い訴求力のある CM素材 1タイプを制作及び放送

する。 

・放送エリアは大分県内とする。 

・放送局は、大分県内の民放 3社とする。 

・放送時間帯は 5：00〜22：00とする。 

・放送回数は、各社 60本以上、3社合わせて 180本以上とする。 

・タイムランク別本数は、「A5本、特 B12本、B19本、C24本」以上を基本とする

が、より効果的な内容が提案された場合は、広域連合と協議の上決定する。 

・放送時期及び期間は、7 月～8 月及び 1月～2 月の間とし各 7 日間以上放送する。    

ただし特別な事情がある場合は広域連合と協議の上決定すること。 

・制作した CMの所有権及び CM並びに派生するデザインの著作権は、広域連合に

帰属するものとする。 

 

（２）ラジオ広報番組（5分）の制作及び放送 

・ターゲットは後期高齢者（75歳以上の方）及び後期高齢者の家族の方とする。 

・放送方法は、対話形式とする。 

・放送内容については、下記①～⑥を想定しているが、広域連合と検討、協議の上

決定し、高い訴求力のある放送素材 6タイプを制作及び放送する。 

①健診と歯科口腔健診について 

②訪問相談事業について 

③フレイル予防と健診について 

④フレイル予防と歯科口腔健診について 

⑤ジェネリック医薬品について 

⑥マイナ保険証について 

・放送エリアは大分県内とする。 

・放送は、AM放送とする。 

・放送回数は、上記①〜⑥について、各 1回以上、合計 6回以上とする。 



・1 回当たりの放送時間は５分としているが、単独番組とするか、既存番組内の一

部とするかは問わない。 

・放送時期及び期間は広域連合と検討、協議の上決定する。 

・制作した放送番組の所有権及び著作権は、広域連合に帰属するものとする。 

 

（３）ラジオ CM（20秒）の制作及びスポット放送 

   ・ターゲットは後期高齢者（75歳以上の方）及び後期高齢者の家族の方とする。 

   ・放送内容については、健診及び歯科口腔健診に関する内容で高い訴求力のあるもの

とし、健診及び歯科口腔健診それぞれ 1 タイプずつ、合計 2 タイプを制作及び放

送する。 

   ・放送エリアは大分県内とする。 

   ・放送は、AM放送とする。 

   ・放送回数は、120回以上とする。 

・上記（２）のラジオ広報番組の放送時期にあわせてそれぞれ 20回以上の放送を行

うが、より効果的な内容が提案された場合は、広域連合と協議の上決定する。 

・放映の時期及び期間は広域連合と検討、協議の上決定すること。 

・制作した CMの所有権及び著作権は、広域連合に帰属するものとする。 

 

５ 成果物 

  業務完了後、速やかに下記を納品すること。 

  （１）放送確認書及び実施報告書 

    ・テレビ CMの放送実績、視聴率等 

    ・ラジオ CM及びラジオ番組の放送実績等 

  （２）放送した動画又は音声データ 

  （３）その他広域連合が必要と認めるもの 

 

６ その他 

・契約締結後、速やかに責任者を選定すること。選定にあたっては、業務を実施す

るために必要な能力及び経験を有する自社の者を選定すること。また、電話、メー

ル等にて迅速かつ確実な連絡体制を整えること。 

・不測の事態により、定められた期日までに業務を完了することが困難になった場

合は、直ちにその旨を広域連合に連絡し、その指示に従うこと。 

・成果物に係る権利は、すべて広域連合に帰属するものとする。 

・テレビ CM、ラジオ CM 及びラジオ番組で放送した動画又は音声データは、広域

連合及び県内市町村が業務等で使用できるものとする。 

・企画提案等の内容については、必要に応じて広域連合と受注者との協議により、

修正できるものとする。 

・この仕様書に記載されていない事項について定める必要が生じた場合及びこの仕

様書に疑義が生じた場合は、広域連合と受注者が協議の上で決定するものとする。 


